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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了（令和３年３月18日）後

における工事及び業務の対応について（通知）
このことについて、令和３年３月22日付け事務連絡により国土交通省不動産・建設経済局建設業課長から、別添のとおり、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置の終了（令和３年３月18日）後における工事及び業務の対応に関する通知がありました。

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応については、「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更（令和３年２月26日）に伴う工事及び業務の対応について（通知）」（令和３年３月２日付け建業第326号の３、経政経第43号の３。以下「３月２日付け通知」という。）等により参考に通知してきたところです。
この度、３月21日に緊急事態宣言が全ての地域において解除されたところですが、新型コロナウイルス感染症への対策については、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」（令和３年３月18日変更）において、社会経済活動を継続しつつ、再度の感染拡大を防止し、重傷者・死亡者の発生を可能な限り抑制するための取組を進めていくこととされていることから、基本的な感染対策の徹底等を図りながら、引き続き、３月２日付け通知に基づき、工事等における感染拡大防止対策の徹底、工事等における一時中止措置等について、適切な対応を行うこととしておりますので、貴会員への周知をお願いします。
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